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選
挙
管
理
委
員
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宮
選
管
告
示
第
九
十
八
号

　

平
成
十
七
年
四
月
二
十
九
日
執
行
の
石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
係
る
選
挙
の
効
力
及
び
当
選
の
効
力
に
関
し
、

石
巻
市
旭
町
六
番
八
号　

菅
野
昭
雄
か
ら
申
立
て
の
あ
っ
た
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会
は
、
平
成
十
七
年
八

月
十
二
日
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

平
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七
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五
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宮
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挙
管
理
委
員
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り
裁
決
す
る
。

主
　
　
　
　
　
　
文

１
　
平
成
17年
４
月
29日

執
行
の
本
件
選
挙
に
係
る
選
挙
の
効
力
（
予
備
的
に
当
選
の
効
力
）
に
関
す
る
異
議
の
申
出

に
つ
い
て
，
石
巻
市
選
挙
管
理
委
員
会
が
同
年
５
月
30日
付
け
で
行
っ
た
棄
却
の
決
定
は
，
こ
れ
を
取
り
消
す
。

２
　
平
成
17年
４
月
29日

執
行
の
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
。

審
査
申
立
て
の
要
旨

　
申
立
人
は
，
平
成
17年

４
月
29日
執
行
の
本
件
選
挙
の
効
力
（
予
備
的
に
当
選
の
効
力
）
に
関
し
，
同
年
５
月
６
日

に
石
巻
市
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
市
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
異
議
の
申
出
を
し
た
と
こ
ろ
，
市
委
員
会

は
，
平
成
17年
５
月
30日

に
こ
れ
を
棄
却
す
る
決
定
を
し
た
。

　
申
立
人
は
，
こ
れ
を
不
服
と
し
て
，
こ
の
決
定
を
取
り
消
し
，
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
，
仮
に
そ
う
で
な
く
と
も

本
件
選
挙
の
当
選
人
の
当
選
を
無
効
と
す
る
と
の
裁
決
を
当
委
員
会
に
求
め
た
も
の
で
あ
り
，
そ
の
理
由
を
要
約
す
る

と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

１
　
第
９
投
票
所
に
お
い
て
投
票
事
務
に
当
た
っ
て
い
た
石
巻
市
職
員
が
，
投
票
前
の
点
検
を
怠
り
，
本
件
選
挙
と
同

時
に
執
行
さ
れ
た
石
巻
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙
を
本
件
選
挙
の
投
票
用
紙
と
し
て
43名
の
選
挙
人
に
交
付
し
た
こ
と

は
，
公
職
選
挙
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
45条
違
反
で
あ
り
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
つ
い
て
の
規
定
違
反
で
あ

る
。

２
　
選
挙
人
に
は
何
ら
問
題
も
な
く
，
投
票
事
務
に
当
た
っ
て
い
た
石
巻
市
職
員
の
ミ
ス
に
よ
り
そ
の
投
票
が
無
効
と

さ
れ
た
の
は
，
選
挙
人
の
意
思
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
，
こ
れ
に
よ
り
選
挙
全
体
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著

し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

３
　
無
効
と
さ
れ
た
43票

が
有
効
で
あ
れ
ば
，
43票

を
上
限
と
し
て
確
定
票
の
増
加
が
あ
り
，
申
立
人
に
お
い
て
も

1,574票
の
得
票
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
排
除
し
て
な
さ
れ
た
当
選
者
決
定
の
う
ち
1,574票

に
満
た

な
い
部
分
の
当
選
に
つ
い
て
は
無
効
で
あ
る
。

４
　
当
選
人
の
三
浦
總
吉
が
死
亡
し
た
こ
と
か
ら
繰
上
補
充
が
行
わ
れ
，
次
点
者
が
繰
上
当
選
人
と
な
っ
た
。
そ
の
結

果
，
最
下
位
当
選
人
と
申
立
人
と
の
票
差
は
２
票
と
な
り
，
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
可
能
性
は
更
に
大
き
く

な
っ
た
。

裁
決

の
理

由
 

　
当
委
員
会
は
，
本
件
審
査
の
申
立
て
が
要
件
を
備
え
て
い
る
た
め
，
適
法
と
認
め
て
受
理
し
，
市
委
員
会
か
ら
弁
明

書
を
提
出
さ
せ
，
申
立
人
か
ら
は
反
論
書
の
提
出
を
受
け
た
。

裁
　
　
　
　
　
　
　
決
　
　
　
　
　
　
　
書

 
宮
城
県
石
巻
市
旭
町
６
番
８
号

 
審
査
申
立
人
　
　
菅
　
野
　
昭
　
雄
（
61歳
）

　
審
査
申
立
人
（
以
下
「
申
立
人
」
と
い
う
。）
か
ら
平
成
17年
６
月
16日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
同
年
４
月
29日
執
行
の

石
巻
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
（
予
備
的
に
当
選
の
効
力
）

に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。）
は
，
次
の
と
お
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す
る
選
挙
会
が
平
成
17年

６
月
17日

に
開
催
さ
れ
，
次
点
者
で
あ
っ
た
青
山
久
栄
の
繰
上
補
充
が
決
定
さ
れ
た
。

第
２
　
当
委
員
会
の
判
断

　
法
第
205条

第
１
項
に
よ
れ
ば
，
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
し
，
か
つ
，
そ
の
規
定
違
反

の
た
め
に
，
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
以
下
こ
の
「
選
挙

の
規
定
違
反
」
と
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
の
二
点
に
つ
い
て
検
討
し
，
判
断
す
る
。

１
　
選
挙
の
規
定
違
反
に
つ
い
て
の
判
断

　
選
挙
の
結
果
が
是
認
さ
れ
る
た
め
に
は
，
選
挙
が
法
令
等
に
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
要

件
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
，
ま
た
，「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
，
選
挙
の
管
理
執
行
に
当
た

る
機
関
が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
，
又
は
，
直
接
明
文
の
規
定
は
な

い
が
，
法
の
基
本
理
念
た
る
自
由
公
正
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
場
合
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
法
第
45条
第
１
項
で
は
，
投
票
用
紙
は
，
選
挙
の
当
日
，
投
票
所
に
お
い
て
選
挙
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
規
定
し
，
同
条
第
２
項
に
お
い
て
は
，
投
票
用
紙
の
様
式
は
，
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
又
は
長
の

選
挙
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
定
め
る
と
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
，
投
票
用
紙
の
公
製
公
給
主
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
，
一
人
一
票
の
原
則
に
反
し
た
不
正

の
投
票
を
防
止
し
，
投
票
の
秘
密
を
保
持
し
，
も
っ
て
選
挙
の
公
正
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
市
委

員
会
も
こ
れ
を
受
け
て
石
巻
市
公
職
選
挙
執
行
規
程
第
29条
に
お
い
て
，
市
の
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式

を
定
め
て
い
る
。
ま
た
，
本
件
選
挙
に
お
け
る
投
票
用
紙
は
，
平
成
17年
４
月
５
日
の
市
委
員
会
に
お
い
て
，
紙

色
，
字
色
，
大
き
さ
を
決
定
し
，
選
挙
事
務
従
事
者
を
集
め
た
会
議
で
も
こ
の
旨
を
説
明
し
，
交
付
誤
り
の
な
い

よ
う
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
第
９
投
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
は
，
選
挙
日
当
日
の
午
前
７
時
か
ら
約
20分
間
に
わ
た

り
，
43名
の
選
挙
人
に
，
何
ら
の
確
認
も
す
る
こ
と
な
く
本
件
選
挙
以
外
の
石
巻
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙
を
誤
っ

て
交
付
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
，
法
第
45条
の
規
定
に
違
反
し
て
お
り
，
法
第
205条

第
１
項
の
「
選
挙
の
規
定

に
違
反
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
２
　
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
に
つ
い
て
の
判
断

　
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
，
そ
の
規
定
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
，
選
挙
の
結

果
即
ち
候
補
者
の
当
落
に
，
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
を
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
を
い
う
も

の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
法
第
68条
第
１
項
第
１
号
で
は
，
選
挙
の
投
票
に
お
い
て
所
定
の
投
票
用
紙
を
用
い
な
い
も
の
は
無
効
と
規
定

し
て
い
る
が
，
こ
れ
は
，
投
票
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
，
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
投
票
で
あ
る
こ
と
，
適
法
な

選
挙
手
続
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
，
及
び
適
法
な
投
票
所
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
実
質
的
要

件
と
，
適
法
な
投
票
用
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
形
式
的
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

　
ま
た
，
市
委
員
会
に
対
し
，
本
件
選
挙
に
係
る
関
係
記
録
等
の
提
出
を
求
め
，
さ
ら
に
投
票
用
紙
の
開
披
再
点
検
を

行
っ
た
ほ
か
，市
委
員
会
事
務
局
長
及
び
第
９
投
票
所
の
事
務
主
任
等
の
関
係
者
か
ら
証
人
尋
問
を
行
っ
て
審
理
し
た
。

第
１
　
当
委
員
会
が
認
定
し
た
事
実

１
　
選
挙
録
に
よ
れ
ば
，
各
候
補
者
の
得
票
数
，
当
選
落
選
の
別
，
得
票
数
の
順
位
な
ど
は
，
別
紙
候
補
者
氏
名
等

一
覧
表
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

２
　
市
委
員
会
は
，
平
成
17年
４
月
27日
に
各
投
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
を
集
め
て
各
投
票
所
に
送
致
す
る
投
票

用
紙
の
枚
数
確
認
と
梱
包
を
行
っ
て
お
り
，
第
９
投
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
も
同
作
業
に
携
わ
っ
て
い
た
。
最

終
の
枚
数
確
認
及
び
梱
包
作
業
を
終
え
た
段
階
で
，
第
９
投
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
は
，
本
件
選
挙
の
投
票
用

紙
と
同
時
に
執
行
さ
れ
た
石
巻
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙
の
包
装
面
に
貼
る
識
別
シ
ー
ル
を
貼
り
間
違
い
，
そ
の
間

違
い
に
は
，
選
挙
日
当
日
の
投
票
用
紙
の
残
枚
数
を
確
認
す
る
ま
で
誰
も
気
が
付
か
な
か
っ
た
。

３
　
第
９
投
票
所
の
投
票
管
理
者
か
ら
の
報
告
及
び
証
人
の
陳
述
に
よ
る
と
，
選
挙
日
当
日
の
午
前
７
時
か
ら
約
20

分
間
に
わ
た
り
，
選
挙
事
務
従
事
者
が
，
本
件
選
挙
の
投
票
用
紙
と
し
て
石
巻
市
長
選
挙
用
の
投
票
用
紙
を
誤
っ

て
43枚
交
付
し
た
。

４
　
投
票
用
紙
の
開
披
再
点
検
に
よ
る
無
効
投
票
の
内
訳
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

５
　
本
件
選
挙
の
当
選
人
で
あ
る
三
浦
總
吉
が
平
成
17年

６
月
８
日
に
死
亡
し
た
こ
と
に
伴
い
，
本
件
選
挙
に
関

投
　
　
票
　
　
数

無
効

投
票

の
内

訳
 

42
所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の

406
候
補
者
で
な
い
者
又
は
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
氏
名
を
記
載
し
た

も
の

 269
２
人
以
上
の
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の

54
候
補
者
の
氏
名
の
ほ
か
，
他
事
を
記
載
し
た
も
の

208
候
補
者
の
何
人
を
記
載
し
た
か
を
確
認
し
難
い
も
の

484
白
紙
投
票

146
単
に
雑
事
を
記
載
し
た
も
の

105
単
に
記
号
，
符
号
を
記
載
し
た
も
の

1,714
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
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で
あ
る
。
ま
た
，
所
定
の
用
紙
と
は
，
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員

会
の
定
め
る
様
式
に
よ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
権
限
の
あ
る
選
挙
管
理
委
員
会
が
調
製
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
所
定
の
投
票
用
紙
を
用
い
な
い
投
票
は
，
全
て
無
効
と
な
る
。
そ
れ
が
投
票
所
の
選
挙
事
務
従
事
者
が
誤
っ
た

投
票
用
紙
を
交
付
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
選
挙
人
が
所
定
の
用
紙
を
用
い
ず
に
投
票
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
，
そ

の
よ
う
な
投
票
は
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
，
本
件
選
挙
の
選
挙
人
が
，
本
件
選
挙
と
同
時
に
執
行
さ
れ
て
い
た
石
巻
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙

を
本
件
選
挙
の
投
票
用
紙
と
し
て
誤
っ
て
交
付
さ
れ
，そ
れ
を
用
い
て
本
件
選
挙
の
候
補
者
を
記
載
し
た
投
票
は
，

所
定
の
投
票
用
紙
を
用
い
な
い
投
票
と
し
て
全
て
無
効
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
件
選
挙
に
つ
い
て
み
る
と
，
43人
が
誤
っ
た
投
票
用
紙
の
交
付
を
受
け
，
42票
が
所
定
の
用
紙
を
用
い
な
い

も
の
と
し
て
無
効
票
と
な
っ
て
お
り
，
し
か
も
本
件
選
挙
の
当
選
人
の
う
ち
最
下
位
当
選
人
と
申
立
人
と
の
得
票

差
は
，
僅
か
２
票
で
あ
り
，
本
件
選
挙
に
お
け
る
投
票
用
紙
の
交
付
誤
り
の
違
法
が
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ

す
虞
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
３
　
選
挙
の
効
力
に
つ
い
て
の
判
断

　
１
及
び
２
に
記
載
の
と
お
り
，
本
件
選
挙
に
つ
い
て
は
，
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
り
，
か
つ
，
そ

の
規
定
違
反
の
た
め
に
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
，
そ
の
余
に
つ
い
て
判
断

す
る
ま
で
も
な
く
，
本
件
選
挙
は
，
無
効
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
４
　
市
委
員
会
の
決
定
に
つ
い
て

　
市
委
員
会
は
，
棄
却
決
定
の
理
由
の
中
で
，
法
第
45条
第
１
項
に
規
定
す
る
「
投
票
用
紙
は
，
選
挙
の
当
日
，

投
票
所
に
お
い
て
選
挙
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
の
明
文
に
照
ら
し
て
「
投
票
用
紙
を
取
り
違
え

て
交
付
し
た
こ
と
が
即
ち
明
文
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。」
と
し
て
い
る
が
，
誤
っ
て
交
付
さ

れ
た
石
巻
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙
を
も
っ
て
成
規
の
本
件
選
挙
の
投
票
用
紙
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
，
こ
れ
は
法

第
45条
第
１
項
の
規
定
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
５
　
本
件
選
挙
に
お
け
る
そ
の
他
の
問
題
点
に
つ
い
て

　
な
お
，
当
委
員
会
の
審
査
の
過
程
に
お
い
て
，
本
件
選
挙
の
第
９
投
票
所
，
第
43投
票
所
及
び
第
504投

票
所
に

お
い
て
，
法
第
48条
の
規
定
に
反
し
て
代
理
投
票
の
補
助
者
を
一
名
し
か
選
任
し
て
い
な
い
，
あ
る
い
は
補
助
者

の
承
認
を
行
っ
て
い
な
い
事
例
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
，
市
委
員
会
の
職
員
は
，
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
76条
の
規

定
に
違
反
し
，
点
検
済
み
の
投
票
用
紙
を
梱
包
・
封
印
す
る
際
に
選
挙
立
会
人
の
印
鑑
を
借
用
し
，
立
会
い
を
求

め
ず
押
印
を
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

　
さ
ら
に
，
投
票
用
紙
の
開
披
再
点
検
の
結
果
，
本
件
選
挙
に
お
い
て
交
付
誤
り
で
無
効
と
な
っ
た
投
票
用
紙
が

他
の
無
効
票
と
同
じ
箱
に
梱
包
さ
れ
て
お
ら
ず
，
市
長
選
挙
の
投
票
用
紙
と
一
緒
に
混
入
さ
れ
て
い
た
ほ
か
，
所

定
の
用
紙
を
用
い
な
い
も
の
と
し
て
無
効
投
票
と
さ
れ
る
べ
き
数
が
42票
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
，
選
挙
録

に
記
載
し
て
あ
る
投
票
内
訳
の
数
値
が
異
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
い
ず
れ
の
事
例
も
基
本
的
な
確
認
作
業
を
怠
る
と
い
っ
た
よ
う
な
誤
り
が
重
な
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
，
市

委
員
会
に
お
い
て
は
，
改
め
て
管
理
，
執
行
の
基
本
に
立
ち
返
り
，
誤
り
の
な
い
よ
う
職
務
に
臨
ま
れ
る
こ
と
を

切
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
６
　
予
備
的
に
請
求
す
る
当
選
無
効
に
つ
い
て

　
本
件
選
挙
が
無
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
申
立
人
が
予
備
的
に
請
求
す
る
当
選
無
効
に
つ
い
て
は
，
審
理
判
断
を

行
わ
な
い
。

　
よ
っ
て
，
当
委
員
会
は
，
主
文
の
と
お
り
裁
決
す
る
。

　
　
平
成
17年
８
月
12日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長
　
　
槻
　
　
田
　
　
久
　
　
純
　
　
　

 
委
　
　
員
　
　
菊
　
　
地
　
　
和
　
　
聖
　
　
　

 
委
　
　
員
　
　
若
　
　
松
　
　
捷
　
　
子
　
　
　

 
委
　
　
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
幸
　
　
彦
　
　
　

 【
別
紙
】

候
補
者
氏
名
等
一
覧
表

備
　
　
考

順
　
位

当
選
落
選
の
別

得
　
 票
 　
数

候
補
者
氏
名

１
当
　
　
選

2,832.535
黒

須
光

男

２
当
　
　
選

2,602.431
伊

藤
啓

二

３
当
　
　
選

2,549　
 

堀
川

禎
則

４
当
　
　
選

2,377　
 

渡
辺

拓
朗

５
当
　
　
選

2,360.183
木

村
忠

良

６
当
　
　
選

2,304.492
阿
　
部
　
欽
一
郎



号外第44号　平成17年８月15日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

７
当
　
　
選

2,247.258
高

橋
健

治

８
当
　
　
選

2,126.615
三

浦
一

敏

９
当
　
　
選

2,113.637
桜

田
誠

子

10
当
　
　
選

2,107　
 

庄
司

慈
明

11
当
　
　
選

2,043.793
阿

部
政

昭

12
当
　
　
選

2,036　
 

後
藤

兼
位

（
死
　
　
亡
）

13
当
　
　
選

1,989.637
三

浦
總

吉

14
当
　
　
選

1,980.332
西

條
正

昭

15
当
　
　
選

1,909　
 

千
田

直
人

16
当
　
　
選

1,873.777
千

葉
真

良

17
当
　
　
選

1,869.645
阿

部
和

芳

18
当
　
　
選

1,865　
 

石
森

市
雄

19
当
　
　
選

1,862.700
高

橋
栄

一

20
当
　
　
選

1,853　
 

門
脇

政
喜

21
当
　
　
選

1,837.733
松

川
　

昭

22
当
　
　
選

1,809　
 

遠
藤
　

洋

23
当
　
　
選

1,797　
 

大
森

秀
一

24
当
　
　
選

1,777　
 

森
山

行
輝

25
当
　
　
選

1,775.266
松

川
恵

一

26
当
　
　
選

1,758.549
高

橋
誠

志

27
当
　
　
選

1,755.222
千

葉
英

行

28
当
　
　
選

1,673　
 

大
槻

幹
夫

29
当
　
　
選

1,612　
 

丹
野
　

清

30
当
　
　
選

1,606.579
黒

須
武

男

31
当
　
　
選

1,603　
 

水
　
沢
　
富
士
江

32
当
　
　
選

1,587.094
阿

部
仁

州

33
当
　
　
選

1,561　
 

長
倉

利
一

34
当
　
　
選

1,544　
 

今
村

正
誼

（
繰
上
補
充
）

35
当
　
　
選

1,533　
 

青
山

久
栄

36
落
　
　
選

1,531　
 

菅
野

昭
雄

37
落
　
　
選

1,509.824
阿

部
久

一

38
落
　
　
選

1,507.939
阿

部
純

孝

39
落
　
　
選

1,460.116
高

橋
左

文

40
落
　
　
選

1,429.685
高

橋
稚

幸

41
落
　
　
選

1,415.604
安

倍
太

郎

42
落
　
　
選

1,318　
 

中
野

正
治

43
落
　
　
選

1,286.750
阿

部
正

敏

44
落
　
　
選

1,265.108
桜

田
一

利

45
落
　
　
選

1,260.568
伊
　
藤
　
雄
一
郎

46
落
　
　
選

1,247.657
近

藤
　

孝
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47
落
　
　
選

1,236.410
阿

部
吉

治

48
落
　
　
選

1,140.342
清
水
石
　
　
　
孝

49
落
　
　
選

1,128.491
相
　
沢
　
富
士
弥

50
落
　
　
選

1,104.260
阿

部
久

悦

51
落
　
　
選

1,100.351
阿

部
正

春

52
落
　
　
選

1,088　
 

武
山

吉
夫

53
落
　
　
選

898.687
高

橋
　

勝

54
落
　
　
選

875　
 

藤
本

忠
夫

55
落
　
　
選

870.816
木

村
　

昇

56
落
　
　
選

863.847
阿

部
正

記

57
落
　
　
選

833　
 

佐
々
木
　
祐
　
助

58
落
　
　
選

734.235
岡

部
正

彰

59
落
　
　
選

721.405
阿
　
部
　
加
代
子

60
落
　
　
選

665.884
土

井
武

雄

61
落
　
　
選

344.508
相
　
沢
　
三
千
男
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